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ビクトリア州が新型コロナ関連規制の一部緩和を公表
 ビクトリア州政府は10月18日、新型コロナウイルス関連規制の一部緩和を公表。

 10月19日からはメルボルンで移動距離制限が緩和、11月2日からは小売店や飲食店の営業再開が可能に。

 ビクトリア州の都市封鎖措置が一部緩和されたことで、年末にかけて豪州の経済活動が加速する可能性も。

（審査確認番号 2020 ‒ ＴＢ254）

豪州では感染の終息が視野に入る

豪州では、2020年7～8月にビクトリア州を中心
に新型コロナウイルスの感染が再拡大したものの、
足元では感染の終息が視野に入り始めているようで
す（図表1）。

10月19日のビクトリア州の新規感染者数は4人と、
6日連続で一桁台の数字となりました。また、豪州
全体での19日の新規感染者数も8人となり、足元で
は豪州国内での感染拡大を抑制できているようです。
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図表1：豪州のビクトリア州とNSW州の
新型コロナウイルス新規感染者数の推移

ビクトリア州が新型コロナ関連規制の緩和を公表

新型コロナウイルスの新規感染者数が、足元で減
少傾向にあることなどを受け、ビクトリア州政府は
10月18日、新型コロナウイルス関連規制の一部緩
和を公表しました（図表2）。

ビクトリア州の計画では、10月19日からメルボル
ン都市圏において自宅からの移動距離制限が、これ
までの半径5km以内から半径25km以内へ緩和され、
屋外での集会制限などに係る人数規制も緩和されま
した。11月2日からはメルボルン都市圏の小売店の
営業再開が許可されるほか、飲食店に関しても一定
の制限のもとで営業再開が認められる計画となって
います。

豪州の経済活動は年末にかけて加速へ

これまで豪州経済の回復を妨げる要因の１つとなっ
ていたビクトリア州の都市封鎖措置が緩和されたこ
とで、11月から年末にかけて豪州の経済活動が一段
と加速する可能性がありそうです（次頁図表3）。

また、先日、豪州政府が予算案で示した大規模な景
気支援策や、豪州準備銀行（ＲＢＡ）による金融緩
和が、今後の豪州経済の本格回復を後押ししていく
ものとみられます。

（出所）豪州公共放送ABC
（期間）2020年3月1日～10月19日（日次）
（注）NSW州はニューサウスウェールズ州。

図表2：ビクトリア州政府のコロナ関連規制の緩和
（2020年10月18日公表）

（出所）ビクトリア州政府、各種報道
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2020年7月1日

メルボルンのホットスポット

のロックダウンを開始

7月8日

メルボルン都市圏に

ロックダウンの対象を拡大

8月2日

メルボルン都市圏に

夜間外出禁止令を発令
9月14日

ビクトリア（VIC）州が

段階的な都市封鎖

規制の緩和を開始

10月18日

VIC州が一段

の規制緩和

を公表

【10月19日からのメルボルン都市圏の規制緩和】
 自宅からの移動距離制限を半径5km以内から半径
25km以内へ緩和。

 外出時の集会制限を2世帯（5人）から10人へ引き上げ。

 理髪店の営業再開を許可。

【11月2日からのメルボルン都市圏の規制緩和】
 小売店の営業再開を許可。
 飲食店の営業再開を許可（店内利用者は最大20人、
屋外利用者は最大50人まで）。
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図表3：豪州の主要都市のモビリティ指数の推移

（出所）CEIC、アップル
（期間）2020年2月1日～10月17日（日次）
（注）自動車、公共交通機関、徒歩による移動量の平均値。
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